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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の遊技を行うことが可能であって、遊技の結果に関連する第１の遊技関連情報を出
力する遊技機と、
　前記遊技機から出力された第１の遊技関連情報を受け付ける第１の遊技関連情報受付手
段を備える管理装置と、
　を含む遊技システムであって、
　前記管理装置は、
　所定の交換価値を消費することで特典を付与する特典付与手段と、
　前記第１の遊技関連情報受付手段により受け付けた第１の遊技関連情報に基づいて第１
の交換価値を付与する第１の交換価値付与手段と、
　予め定められた遊技を行うことが可能な遊技コンテンツを遊技者に対して配信する遊技
コンテンツ配信手段と、
　遊技コンテンツにおける遊技の結果に関連する第２の遊技関連情報を遊技者から受け付
ける第２の遊技関連情報受付手段と、
　前記第２の遊技関連情報受付手段により受け付けた第２の遊技関連情報に基づいて第２
の交換価値を付与する第２の交換価値付与手段と、
　を備え、
　前記第２の交換価値付与手段による第２の交換価値の付与は所定期間において付与可能
な回数が制限されている一方、前記第１の交換価値付与手段による第１の交換価値の付与
は制限されず、
　前記特典付与手段は、第１の交換価値を消費した場合にも、第２の交換価値を消費した
場合にも、特典を付与し、
　前記第１の交換価値付与手段は、第２の遊技関連情報に基づいて第２の交換価値が付与
される際の制限を受けることなく、かつ第２の遊技関連情報に基づいて第２の交換価値が
付与される際の条件よりも優遇された条件にて第１の交換価値を付与する
　ことを特徴とする遊技システム。
【請求項２】
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　所定の交換価値を消費することで特典を付与する特典付与手段と、
　所定の遊技を行うことが可能な遊技機から出力された遊技の結果に関連する第１の遊技
関連情報を受け付ける第１の遊技関連情報受付手段と、
　前記第１の遊技関連情報受付手段により受け付けた第１の遊技関連情報に基づいて第１
の交換価値を付与する第１の交換価値付与手段と、
　予め定められた遊技を行うことが可能な遊技コンテンツを遊技者に対して配信する遊技
コンテンツ配信手段と、
　遊技コンテンツにおける遊技の結果に関連する第２の遊技関連情報を遊技者から受け付
ける第２の遊技関連情報受付手段と、
　前記第２の遊技関連情報受付手段により受け付けた第２の遊技関連情報に基づいて第２
の交換価値を付与する第２の交換価値付与手段と、
　を備え、
　前記第２の交換価値付与手段による第２の交換価値の付与は所定期間において付与可能
な回数が制限されている一方、前記第１の交換価値付与手段による第１の交換価値の付与
は制限されず、
　前記特典付与手段は、第１の交換価値を消費した場合にも、第２の交換価値を消費した
場合にも、前記特典を付与し、
　前記第１の交換価値付与手段は、前記第２の交換価値付与手段が第２の交換価値を付与
する際の制限を受けることなく、かつ前記第２の交換価値付与手段が第２の交換価値を付
与する際の条件よりも優遇された条件にて第１の交換価値を付与する
　ことを特徴とする管理装置。
【請求項３】
　所定の遊技を行うことが可能であって、遊技の結果に関連する第１の遊技関連情報に基
づいて第１の交換価値を付与する第１の交換価値付与手段を備え、前記第１の交換価値付
与手段により付与された第１の交換価値を特定可能な交換価値特定情報を出力する遊技機
と、予め定められた遊技を行うことが可能な遊技コンテンツにおける遊技の結果に関連す
る第２の遊技関連情報に基づいて第２の交換価値を付与する第２の交換価値付与手段を備
え、前記交換価値特定情報から特定される第１の交換価値を消費した場合にも、前記第２
の交換価値付与手段により付与された第２の交換価値を消費した場合にも、特典を付与す
ることが可能な管理装置と、を含む遊技システムを構成する遊技機であって、
　前記第２の交換価値付与手段による第２の交換価値の付与は所定期間において付与可能
な回数が制限されている一方、前記第１の交換価値付与手段による第１の交換価値の付与
は制限されず、
　前記第１の交換価値付与手段は、前記第２の交換価値付与手段により第２の交換価値が
付与される際の制限を受けることなく、かつ前記第２の交換価値付与手段により第２の交
換価値が付与される際の条件よりも優遇された条件にて第１の交換価値を付与する
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の遊技システムは、
　所定の遊技を行うことが可能であって、遊技の結果に関連する第１の遊技関連情報（大
当り情報）を出力する遊技機（パチンコ遊技機１００１）と、
　前記遊技機（パチンコ遊技機１００１）から出力された第１の遊技関連情報（大当り情
報）を受け付ける第１の遊技関連情報受付手段を備える管理装置（管理サーバ１２００）
と、
　を含む遊技システムであって、
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　前記管理装置（管理サーバ１２００）は、
　所定の交換価値（コイン）を消費することで特典（特典データ）を付与する特典付与手
段と、
　前記第１の遊技関連情報受付手段により受け付けた第１の遊技関連情報（大当り情報）
に基づいて第１の交換価値（大当り情報に基づいて付与されるコイン）を付与する第１の
交換価値付与手段と、
　予め定められた遊技を行うことが可能な遊技コンテンツ（ウェブサイトゲーム）を遊技
者に対して配信する遊技コンテンツ配信手段と、
　遊技コンテンツ（ウェブサイトゲーム）における遊技の結果に関連する第２の遊技関連
情報（データ種別の選択結果及びカードの選択結果）を遊技者から受け付ける第２の遊技
関連情報受付手段と、
　前記第２の遊技関連情報受付手段により受け付けた第２の遊技関連情報（データ種別の
選択結果及びカードの選択結果）に基づいて第２の交換価値（ウェブサイトゲームに基づ
いて付与されるコイン）を付与する第２の交換価値付与手段と、
　を備え、
　前記第２の交換価値付与手段による第２の交換価値の付与は所定期間において付与可能
な回数が制限されている一方、前記第１の交換価値付与手段による第１の交換価値の付与
は制限されず、
　前記特典付与手段は、第１の交換価値（大当り情報に基づいて付与されるコイン）を消
費した場合にも、第２の交換価値（ウェブサイトゲームに基づいて付与されるコイン）を
消費した場合にも、前記特典（特典データ）を付与し、
　前記第１の交換価値付与手段は、第２の遊技関連情報に基づいて第２の交換価値が付与
される際の制限を受けることなく、かつ第２の遊技関連情報に基づいて第２の交換価値が
付与される際の条件よりも優遇された条件にて第１の交換価値を付与する
　ことを特徴としている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の請求項２に記載の管理装置は、
　所定の交換価値（コイン）を消費することで特典（特典データ）を付与する特典付与手
段と、
　所定の遊技を行うことが可能な遊技機（パチンコ遊技機１００１）から出力された遊技
の結果に関連する第１の遊技関連情報（大当り情報）を受け付ける第１の遊技関連情報受
付手段と、
　前記第１の遊技関連情報受付手段により受け付けた第１の遊技関連情報（大当り情報）
に基づいて第１の交換価値（大当り情報に基づいて付与されるコイン）を付与する第１の
交換価値付与手段と、
　予め定められた遊技を行うことが可能な遊技コンテンツ（ウェブサイトゲーム）を遊技
者に対して配信する遊技コンテンツ配信手段と、
　前記遊技コンテンツ（ウェブサイトゲーム）における遊技の結果に関連する第２の遊技
関連情報（データ種別の選択結果及びカードの選択結果）を遊技者から受け付ける第２の
遊技関連情報受付手段と、
　前記第２の遊技関連情報受付手段により受け付けた第２の遊技関連情報（データ種別の
選択結果及びカードの選択結果）に基づいて第２の交換価値（ウェブサイトゲームに基づ
いて付与されるコイン）を付与する第２の交換価値付与手段と、
　を備え、
　前記特典付与手段は、第１の交換価値（大当り情報に基づいて付与されるコイン）を消
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費した場合にも、第２の交換価値（ウェブサイトゲームに基づいて付与されるコイン）を
消費した場合にも、前記特典（特典データ）を付与し、
　前記第１の交換価値付与手段は、前記第２の交換価値付与手段が第２の交換価値を付与
する際の制限を受けることなく、かつ前記第２の交換価値付与手段が第２の交換価値を付
与する際の条件よりも優遇された条件にて第１の交換価値を付与する
　ことを特徴としている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の請求項３に記載の遊技機は、
　所定の遊技を行うことが可能な遊技機（パチンコ遊技機１００１）であって、遊技の結
果に関連する第１の遊技関連情報に基づいて第１の交換価値を付与する第１の交換価値付
与手段を備え、
　前記第１の交換価値付与手段により付与された第１の交換価値を特定可能な交換価値特
定情報を出力する遊技機と、予め定められた遊技を行うことが可能な遊技コンテンツにお
ける遊技の結果に関連する第２の遊技関連情報に基づいて第２の交換価値を付与する第２
の交換価値付与手段を備え、前記交換価値特定情報から特定される第１の交換価値を消費
した場合にも、前記第２の交換価値付与手段により付与された第２の交換価値を消費した
場合にも、特典を付与することが可能な管理装置と、を含む遊技システムを構成する遊技
機であって、
　前記第２の交換価値付与手段による第２の交換価値の付与は所定期間において付与可能
な回数が制限されている一方、前記第１の交換価値付与手段による第１の交換価値の付与
は制限されず、
　前記第１の交換価値付与手段は、前記第２の交換価値付与手段により第２の交換価値が
付与される際の制限を受けることなく、かつ第２の遊技関連情報に基づいて第２の交換価
値が付与される際の条件よりも優遇された条件にて第１の交換価値を付与する
　ことを特徴としている。
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